
 

新温泉町子育てキャッチフレーズ・ロゴマーク使用にあたっての遵守事項 

新温泉町子育てキャッチフレーズ・ロゴマークは、子育て支援事業に幅広く活用

いただくため、町民、企業、各種団体などどなたでも無料で使用できます。使用にあ

たり事前に「新温泉町子育てキャッチフレーズ・ロゴマーク使用申請書」の提出が必

要です。キャッチフレーズ・ロゴマークを使用するにあたっては、以下の事項を遵守

してください。 

 

１  使用にあたっての遵守事項 

(1) 個人・企業・団体を問わず、使用できます。 

（事前に申請書の提出が必要です） 

(2) 以下の条件をすべて満たす場合、使用できます。 

・本町の信用や品位を損なう、又は損なう恐れがないこと。 

・自己の商標や意匠にするなど、独占的に使用しないこと。 

・法令または公序良俗に反するおそれがないこと。 

・暴力団による不当な行為の防止などに関する法律(平成３年法律第７７号)第

２条第２号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っているものの利益

になる恐れがないこと。 

・特定の政治又は宗教活動を助長する恐れがないこと。 

(3) 取得したデータの第三者への転売又は譲渡はできません。 

(4) キャッチフレーズ・ロゴマークを使用した物品等の商標登録はできません。 

(5) キャッチフレーズ・ロゴマークの著作権は新温泉町に帰属します。 

２  キャッチフレーズ・ロゴマーク使用マニュアル 

キャッチフレーズ・ロゴマークは「新温泉町子育てキャッチフレーズ・ロゴマ

ーク使用マニュアル」 に沿ってご使用ください。 

３  使用者の責任 

(1) 町は、使用者が遵守事項に違反してキャッチフレーズ・ロゴマークを使用し

ていると認めた場合、使用の差し止めその他の必要な指示等を行います。 

(2) 町は、キャッチフレーズ・ロゴマークの使用に関して使用者に生じた損害又

は損失について、一切の責任を負いません。 

(3) 町は、使用者がキャッチフレーズ・ロマークの使用によって第三者に対して

与えた損害又は損失について、一切の責任を負いません。使用者の責任で必要

な措置を行ってください。 

 



 

新温泉町子育てキャッチフレーズ・ロゴマーク使用マニュアル 

 

１ はじめに 

   新温泉町では、子育て世代を応援するため、出産時から学校生活を終えるま

で切れ目なく、さまざまな支援を行っています。子育て支援の充実を広く発信

し、本町への愛着を高めることを目的に、「子育てキャッチフレーズ・ロゴマ

ーク」を募集し、このたび決定しました。使用マニュアルは、子育て支援が充

実している町と広く周知し、皆さまに広く親しまれてご活用いただけるよう、

デザインの使用方法や注意事項について記載しています。 

 

２ キャッチフレーズ・ロゴマークのデザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【キャッチフレーズ考案者】友久 健 さん（神奈川県） 

【コンセプト】 

  作品は切れ目のない子育て支援によって子育てへの夢が広がっていく、そん

な子育て支援が充実しいている新温泉町を表現しました。 

 

【ロゴマーク制作者】平山 陽一 さん（鹿児島県） 

【コンセプト】 

  ひらがな〝しんおんせん″の「し」と英文〝SHIN-ONSEN″の「O」とさくら・

ささゆり、子育て中の親子の笑顔を組み合わせ、幅広く好感を持ち分かりや

すくシンプルにデザインしました。また、更なる未来に向けて無限大(∞)に

飛躍・発展する『新温泉町』が〝子育て支援充実のまち″として地域の力を

繋ぐ存在でありたいと思う姿を強調しました。 

 

 



３ デザインカラー 

（１）基本カラー 

 

 

 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〇カラー配色 
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（２）グレースケール 

 

 

 

 

 

４ ロゴマーク使用にあたっての注意事項 

  ロゴマークを使用するにあたっては、以下の事項を遵守してください。 

 （１）指定したカラー以外の色を使用しないこと。 

  （２）縦横の比率を変えないこと。 

  （３）変形（長体・平体・斜体）をしないこと。 

  （４）省略・改変・切除をしないこと。 

  （５）視認性やデザインの品質を守るため、ロゴマーク周辺に余白（不可侵領

域）をとること。 

  （６）縦横１５㎜を最小サイズとし、それ以下のサイズで使用しないこと。 

  （７）視認性を確保した上で、ロゴマークの印象やイメージを損なうことがな

いようにご使用ください。 

  （８）使用する際は「新温泉町子育てキャッチフレーズ・ロゴマーク使用申請

書」を新温泉町企画課にご提出ください。 

 

 ５  お問い合わせ先 

    新温泉町企画課企画政策係 

    〒669-6792  兵庫県美方郡新温泉町浜坂 2673-1 

     （電話）0796-82-5624  （FAX）0796-82-3054 

     （Mail）kikaku@town.shinonsen.lg.jp 

 

 

 


